
須賀川市移住支援金　該当チェックリスト

R6/4/1現在

（１） 須賀川市に転入する直前に10年間のうち、通算５年以上下記の条件に該当する。 □ 勤務先等からの命令ではなく、自己の意思で須賀川市へ移住し、須賀川市を生活の

□ 23区内に住んでいた。 拠点として、移住前の業務を継続して行うこと。

□ 東京圏に住んでおり、23区内に通勤していた。 □ 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、勤務先等から申請者に

※ 申請者が雇用保険の被保険者 or　法人経営者 or 個人事業主であった場合に限ります。　 資金提供されていないこと。

　 ※ 東京圏から23区内の大学等に通学し、その後23区内の企業に就職した場合、その期間も対象となります。

(2) 須賀川市に転入する直前の1年間は継続して下記の条件に該当する。

□ 23区内に住んでいた。

□ 東京圏に住んでおり、23区内に通勤していた。 ア 移住前に関する要件　【いずれかに☑】
※ 申請者が雇用保険の被保険者 or　法人経営者 or 個人事業主であった場合に限ります。　 □ 【イベント】県または須賀川市、須賀川市の関係団体が主催または参加した

※ 東京圏から23区内の大学等に通学し、その後23区内の企業に就職した場合、その期間も対象となります。 移住関連イベントに参加したことがある。

（３） 須賀川市への転入について　【すべてに☑】 □ 【ファンクラブ】須賀川市への転入日時点で６か月以上「須賀川サポーターズクラブ」の

□ 転入日がR1.6.20以降である。 会員になっている。

□ 転入日から1年以内に移住支援金を申請する。 □ 【地域づくり】須賀川市内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している。

□ 移住支援金の申請日から5年以上継続して須賀川市に住む意思がある。 □ 【多拠点】多拠点で生活しており、須賀川市を拠点の一つとしている。

（４） その他　【すべてに☑】
□ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係がある者でない。 イ 移住後に関する要件　【いずれかに☑】
□ 日本人または外国人である。外国人の場合は、下記のうちいずれかの在留資格を有している。 □ 【就業】県内企業に就職し、かつ下記の要件をすべて満たしている。

【□永住者　□日本人の配偶者等　□永住者の配偶者等　□定住者　□特別永住者】 □ 週２０時間以上の無期雇用契約である。

□ 就業してから５年以上継続して勤務する意思がある。

◎２ー（１）～（４）はどれか一つを選択 □ 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用である。

□ 【起業】県内で新規に起業し、開業の届出をしている。

□ 【就農】県内で就農している。

ア 一般の場合　【すべてに☑】
□ 勤務地が東京圏以外　　

□ 「感動！ふくしまプロジェクト」に移住支援金対象として掲載されている求人または他県の

同様のマッチングサイトに掲載されている求人に応募して採用された。（就業場所は須賀川市外でも可） □ 福島県起業支援事業の起業支援金の交付を受けている。

□ 上記求人への応募日がサイトへ移住支援金対象求人が掲載された日以降である。

3親等以内の者が代表者、取締役等である法人への就業でない。

□ 週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて就職している。

□ 就業した法人に移住支援金の申請日から５年以上継続して勤務する意思がある。 □ 須賀川市への転入前に住民票があった区市町村で、申請者を含む２人以上の

□ 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用である。 世帯員が、住民票上で同じ世帯に属していた。

□ 移住支援金の申請時に、申請者を含む２人以上の世帯員が、住民票上で同じ世帯に

イ 専門人材の場合　【すべてに☑】 属している。

□ 県のプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する □ 申請者を含む２人以上の世帯員が、全員R1.6.20以降に須賀川市に転入した。

先導的人材マッチング事業を利用して就業した。 □ 移住支援金の申請時に、申請者を含む２人以上の世帯員が、全員転入から

□ 勤務地が東京圏以外 １年以内である。

□ 週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて就職している。 □ 申請者を含む２人以上の世帯員が、全員暴力団等の反社会的勢力または

□ 就業した法人に移住支援金の申請日から５年以上継続して勤務する意思がある。 反社会的勢力と関係がある者でない。

□ 転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用である。

□ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でない。

２－（２） 仕事に関する要件（テレワーク） 【すべてに☑が必要】

２ー（１） 仕事に関する要件（就業） 【アかイの一方すべてに☑が必要】

２－（３） 仕事に関する要件（関係人口） 【ア・イにそれぞれ１つずつに☑が必要】

３ 世帯に関する要件 【世帯向けの金額を申請するときは、すべてに☑が

２－（４） 仕事に関する要件（起業） 【すべてに☑が必要】

１ 移住に関する要件 【（１）と（２）はそれぞれに該当、（３）と（４）はすべてに☑が必要】


